
 

令和３年５月７日 

ＰＰＲＲＥＥＳＳＳＳ  ＲＲＥＥＬＬＥＥＡＡＳＳＥＥ 

 

緊急事態宣言に伴う市立学校の対応について 
 
令和３年５月７日に福岡県が緊急事態宣言区域になったことに伴う福岡市立学校の対

応について、下記のとおりお知らせします。 

 【基本的な考え方】学びを止めない！ 
 〇子どもたちの学びを止めないため、一律の臨時休業は行わないが、適切な感染対 

策を講じてもなお感染リスクの高い下記の学習活動は、期間中の実施を見送る。 

 【コロナ不安で登校できない児童生徒への対応】 
〇コロナへの不安等により登校できない児童生徒に対しては、１人１台端末を活用し 

たオンライン授業（出席扱い）を実施し、学びを保障する。  

＜令和３年度からの新規取組み＞ 

・家庭に通信環境がない児童生徒にモバイルルータを貸出し 

・授業進度に合わせた学習動画を家庭で視聴可能（予習や復習に活用） 

・ＡＩドリルを使った家庭での個別学習が可能（児童生徒の理解度を担任が把握可能） 

【実施を見送る学習活動】 
〇期間中は、感染リスクが高い学習活動については、実施しない。  

 例）音楽の合唱やリコーダー、家庭科の調理実習など 

  〇学校行事等 

期間中は、次の行事等については、実施しない。 

   修学旅行、運動会・体育大会、自然教室、学習参観･懇談会、校外活動、水泳学習等 

  〇部活動 

期間中は、校内の活動に限定し、合同練習、対外試合、発表会等は実施しない。 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

 【オンライン授業について】 

  指導部 教育ＩＣＴ推進課 課長 永田 朗 

   電話 092-711-4766（内線 2265） 

 【日常的な学習活動、学校行事等について】 

  指導部 小学校教育課 課長 井上 直美 

   電話 092-711-4770（内線 2260） 

 【部活動について】 

  指導部 中学校教育課 課長 阿武 正俊 

   電話 092-711-4673（内線 3720） 

 

生活習慣の柱 未来への柱 

あいさつ・掃除 自学・とも学 チャレンジ・立志 

学びの柱 

福岡スタンダード～福岡の子どもたちに大切にしてほしいこと～ 

 

 

 

 

 

 


